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1.シルバー人材センター等の業務の特例（法第 42条第 5項及び第 45条） 

【平成 16年 12月１日施行】 

１ 法改正の趣旨及び背景 

従来から、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合（以下「シルバー人

材センター等」という。）は、高年齢退職者に対し、「臨時的かつ短期的な就業又はその

他の軽易な業務に係る就業」の範囲で、就業機会を確保することとなっており、労働者

派遣事業についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の

保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。）第５条第１

項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、

第1項第4号の業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣

法第2条第3号に規定する労働者派遣事業（以下「労働者派遣事業」という。）を行うこと

ができる。 

  また、高年齢退職者のためにますます多様な就業機会を確保しなければならなくなる

ことなどから、高年齢退職者の働き方の選択肢を増やす必要があるため、シルバー人材

センター等が、その構成員又は直接若しくは間接の構成員（以下「構成員等」という。）

である高年齢退職者のみを対象として、「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な

業務に係る就業」の範囲で行う労働者派遣事業については、許可制を届出制として、機

動的に実施することができることとしたものである。 

  なお、シルバー人材センター等が労働者派遣事業を実施する場合であっても、あくま

でも「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業」の範囲（「臨時的か

つ短期的な就業」とは、生計の維持を目的とした本格的な就業ではなく、任意的就業で

あって、連続的又は断続的なおおむね月10日程度以内の就業を指す。また、「軽易な業

務」とは、一定の業務のうち、１週間当たりの労働時間が平均的な労働時間に比して相

当程度短い業務（１週間当たりの就業時間がおおむね20時間を超えないもの）を指す。）

で行うものであるので、従来からのシルバー人材センター等の本質を変更するものでは

ないこと。したがって、平成12年６月12日付け職発第430-2号「高年齢者就業機会確保事

業（シルバー人材センター事業）の実施について」の記の２（シルバー人材センター事業

で取り扱う仕事の範囲に係る留意事項）については、シルバー人材センター等が行う労

働者派遣事業についても該当するので、留意すべきこと。 

 

２ 改正法の具体的な内容について(施行期日：平成２７年９月３０日） 

   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を

改正する法律（平成２７年９月法律第７３号）の概要  

（１）派遣事業の健全化 

○特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全て

の労働者派遣事業を許可制とする。 

（２）派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ 

○派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、以下の措

置を講ずる。 
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①派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティン

グを派遣元に義務付。 

②派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置＊(雇用を継続するための措置）を

派遣元に義務付け。 

（３）労働者派遣の位置付けの明確化 

○厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものである

ことを原則とするとの考え方を考慮する。 

（４）よりわかりやすい派遣期間規制への見直し   

○現行制度では、専門業務等のいわゆる「２６業種」には期間制限がかからず、その他の

業務には最長３年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、これを廃止

し、新たに以下の制度を設ける。 

①事業所単位の期間制限： 

派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入は３年を上限とする。それを超

えて受入するためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。異議があった場

合には対応方針等の説明義務を課す。 

②個人単位の期間制限： 

派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは３年を上限と

する。 

＊無期雇用派遣労働者、６０歳以上の者等は期間制限にかからない。 

（５）派遣労働者の均衡待遇の強化 

○派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のため 

の措置を強化する。 

      ＊改正労働者派遣法(令和２年４月１日)の施行に伴い「派遣先均等・均衡方式」 

    を採用し契約。 

   ※派遣先から情報提供が無い場合、労働者派遣契約を結べません【法第２６条第７項】 

   ※提供された待遇情報は守秘義務の対象になっています。【法第２４条の４】 
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２．労働者派遣事業とは 
 

 （１） 労働者派遣事業の意義 

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令の下でその

派遣先の労働に従事させることを業として行うことをいいます。 
 

 （２） 受託事業と労働者派遣事業との違い 

受託事業と労働者派遣事業とは、法的側面、人選方法、派遣元事業主としての責務 （福祉の増

進）、業務料金等の面において違いがあります。 

   

※ 受託（請負・委任）による事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

センターと会員との間に雇用関係は発生しません。 

発注者は会員に対し指揮命令を行うことはできません。 

 

  

  ※ 労働者派遣による事業（労働者派遣法の適用） 

                          

 

                             

        派遣     

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

     連合・実施事業所（派遣元）と派遣会員との間に雇用関係が生じます。 

派遣会員は派遣先の指揮命令により就業します。  

 

派遣料金請求・支払 

仕事の発注 仕事の提供 

契約金請求･支払 

契約締結 
希望職種登録 

（入会） 

配分金の支払 

発 

注 

者 

セ 

ン 

タ 
―

 
会 

 
 

 

員  

仕事の実施 

就業報告 

派  

遣 
 

先 

連
合
・実
施
事
業
所 (

派
遣
元
） 

労働者派遣契約 雇用契約 

 

派 

遣 

会 

員 

賃金支払 

労務の提供・指揮命令関係 
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３．法的側面 

   （１）雇用関係 

シルバー人材センター連合は、派遣先（発注者）との労働者派遣契約に基づき、派遣会員

を派遣する際、派遣会員との間に雇用契約を結ぶことになります。受託事業とは異なり、

雇用主としての責務が生じることになります。 雇用主（派遣元事業主）として、労働基準法、

労働安全衛生法、労働契約法、労働者災害補償保険法、その他の労働関係法規及び社

会保険法規の適用を受けます。 

   （２）派遣元責任者の選任 

派遣元（シルバー人材センター連合）は、次に掲げる業務を行わせるため、派遣元責任

者の選任が義務づけられています。 

① 派遣労働者であることの明示 

② 就業条件等の明示 

③ 派遣先への通知 

④ 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存 

⑤ 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施 

⑥ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理 

⑦ 派遣先との連絡調整 

⑧ 派遣労働者の個人情報の管理に関すること 

⑨ 派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活設計に関する相談の機会の

確保に関すること 

⑩ 安全衛生に関すること 

 

  

 

 

※派遣元責任者の選任にあたっては、派遣元責任者講習の受講が要件とされています。 

※派遣元責任者は、事務所ごとに選任が必要です。 

※尚、派遣労働者が 100人を超す場合には 100人ごとに 1人以上の選任が必要です。 

※⑩の安全衛生に関することとは、具体的には以下のような内容に係る連絡調整です。 

・ 安全衛生教育に関する事項 

・ 労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認 

・ 事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認 
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   （３）派遣先責任者の選任 

派遣先は、次に掲げる業務を行わせるため、派遣先責任者の選任が義務づけられてい

ます。 

① 労働者派遣法及び労働基準法の適用に関する特例等により適用される法律の規定、

派遣労働者に係る労働者派遣契約の定め並びに派遣元事業主から受けた通知の内

容についての関係者への周知 

② 事業所単位の派遣可能期間の延長通知に関すること 

③ 派遣先における、教育訓練の実施状況、利用できる福利厚生施設及び派遣元に提

供した賃金水準に係る資料の把握 

④ 派遣先管理台帳の作成、記録、保存及び記載事項の通知に関すること 

⑤ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理 

⑥ 安全衛生に関すること（派遣先において安全衛生を統括管理する者及び派遣元事業

主との連絡調整） 

⑦ その他、派遣元事業主との連絡調整 
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４．業務料金 

 派遣料金と受託料金には、下図のように構成に違いがあります。 

 派遣料金は派遣会員賃金と派遣手数料により構成されます。  

派遣手数料には、雇用主として負担する法定福利費等が含まれるため、受託料金に比べ 

高い設定になります。（料金設定の詳細については７頁参照） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派 遣 会 員 

賃 金 

 

派 遣 手 数 料 
(派遣会員賃金の17％) 

・職員の人件費 

・派遣会員の労災保険･有給休
暇・教育訓練の費用 

・賠償保険料 

・通信運搬費 

・消耗品費 

・システム管理の費用 

・その他 

 

受 

託 

料 

金 

（消
費
税
は
内
税
） 

 

 

 

 

シルバー会員 

配 分 金 

 

派 

遣 

料 

金 

（消
費
税
は
外
税
） 

  

材 料 費 等 

 

事 務 費 

（配分金の10％） 

派 遣 料 金 受 託 料 金 

 料 金 

消 費 税 
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５．派遣料金  

 派遣料金については、派遣会員に対する賃金、法定福利費、一般管理費などを積算し

 算出します。 

 通常は、１時間あたりの業務料金に、実働時間を乗じたものが請求金額となります。 

 派遣会員に対する賃金の決定にあたっては、各都道府県別の最低賃金を上回る額に

 設定することが必要です。必要に応じて、職種別に賃金体系を設定することや、能力別

 賃金制度の導入についても検討の必要があります。 

    

  派遣料金積算例(消費税 10%・手数料 17%の場合)  

    

     ＜内 訳＞ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜注意＞ 

派遣会員に支給する賃金は「最低賃金法」の適用を受けます。

派遣先事業所の住所地の都道府県最低賃金額を下回らない

賃金を支給します。 

 

派遣料金算定の留意事項 

① 派遣会員に交通費を支給する場合、所得税法上は非課税扱いになります。 

② シルバー事業の性格から時間外勤務は原則として発生しないこととしていますが、時間外

勤務となる場合は、時間外手当が必要です。 

 

 

 

派 遣 料 金 

1,287円（①+②+③） 

派遣手数料 ・・・・・・・・・・・・・ 170円 ② 

賃金相当額 ・・・・・・・・・・・ 1,000円 ① 

 

 

 

 

消費税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117円 ③ 

                          

 

 

派 遣 会 員 

賃 金 

 

 
派 遣 手 数 料 
・職員の人件費 
・派遣会員の労災保険･有給休
暇・教育訓練費の費用 
・賠償保険料 
・通信運搬費 
・消耗品費 
・システム管理の費用 
・その他 

 

 消 費 税 
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６．シルバー派遣の実務 

 

 １ シルバー派遣の流れ 

  （１）日常業務の流れ 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

派遣可否判断 

（業務、環境） 

受注内容の把握 

 ・ 業 務 内 容 
 ・ 職 場 環 境 
 ・ 就 業 条 件 
 ・ 必要スキル 
 ・ 求めるイメージ 

 

・委任契約、覚書、協定書取交し 

・事業計画 

・事業報告書 

・届出に関する事項 

・手数料の決定 

 

 

 

・派遣元責任者選任 

・法定帳票の作成 

・給与事務 

・請求事務 

・売掛金、未収金管理 

・就業開拓、開発 

・労働災害事故の初期対応 

・苦情対応 

 

 

 

 

・労働者派遣基本契約書締結 

・派遣先の管理 

・派遣会員の管理 

・教育訓練 

・未収金の回収 

 

シルバー連合本部 

共 通 事 項 

実 施 事 業 所 

登録面談 

仕 事 紹 介 

就業開拓･開発 

事 業 所 訪 問 

情報収集・管理 

・ 希 望 職 種 

・ 希 望 条 件 

・ 職 務 経 験 

・ 取 得 資 格 

・ 適 性 把 握 

派 遣 先 

人  選 

募   集 

シルバー会員から
派遣希望者を募る 

 

 

・ 派遣就業開始時 

・ 定期フォロー 

・ 契約更新確認 

・ 苦情処理 

 

フォローアップ 

訪問 ＴＥＬ ﾒｰﾙ 

教 育 訓 練 

・ 派遣前研修 

・ ＯＡ研修 等 

 

受注（訪問等） 

派遣契約終了  

 

登 録 会 員 

 

 派遣就業開始  

 

福 利 厚 生 

・ 希望職種 

・ 希望条件 
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７．労働者派遣事業における取り扱い 

  １．適用除外業務 

 次のいずれかに該当する業務は、派遣が禁止されています。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者派遣基本契約書 
 

 

（２）適 用 除 外 業 務 以外の業務に係る制限 

派遣先において、団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労

使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務 

・弁護士           ・公認会計士          ・社会保険労務士 

  ・税理士          ・司法書士        ・土地家屋調査士 

・弁理士    ・行政書士        ・外国法事務弁護士 

・建築士事務所の管理建築士の業務 

    

  

（１）適 用 除 外 業 務 

港湾運送業務 船内荷役、はしけ運送、いかだ運送、港湾倉庫など 

警備業法第二条第一項各号に掲げる以下の業務 

① 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗

難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 

② 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に

危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒

し、防止する業務 

③ 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事

故の発生を警戒し、防止する業務 

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、

破壊解体の作業、またはこれらの準備作業に係る業務（建

設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するも

のに限る） 

医師、歯科医師、保健師、管理栄養士、看護師、薬剤師等 

建 設 業 務 

警 備 業 務 

病院等における 

医療関係の業務 
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様式 7号 

労働者派遣基本契約書 
 

○○○○株式会社（以下「甲」という。）と 

公益社団法人 大阪府シルバー人材センター協議会（以下「乙」という。）は、 

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下「高齢法｣という。）及び労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下｢派遣法｣という。）に基づき、次のと

おり労働者派遣基本契約を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本契約は、乙の雇用する労働者（以下｢派遣労働者｣という。）を甲へ派遣し、甲の指揮

命令を受けて業務に従事させることを目的とする。 

 

（個別契約） 

第２条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、

派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、組織単位、就業期間、その他労働者派遣に必要な

細目について労働者派遣個別契約（以下｢個別契約｣という。）を締結する。 

２ 甲は、派遣労働者に現金、有価証券等を取り扱わせる業務及び自動車の運転業務をさせる必

要がある場合には、予め乙の承諾を得た上、甲の管理監督責任の下で行うものとし、甲乙間で

別途覚書を締結する。 

 

（派遣先への通知） 

第３条 乙は、第２条第１項の定めに基づき派遣就業の目的達成に適する労働者の派遣を行い、

甲に対し当該派遣労働者の氏名、性別、60歳以上である旨その他派遣法及び同法施行規則に定

める事項を通知しなければならない。 

 

（法令遵守） 

第４条 甲及び乙は、派遣及び派遣受け入れに当たり、派遣法及び同法施行規則並びにその他関

係諸法令を遵守する。 

 

（適正な就業の確保等) 

第５条 乙は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、甲の指揮命令に従い職場の

秩序・規律を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導する。 

２ 甲は、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、良好な職場環境を確保する

とともに、適切な業務指示を行う。また、診療所、給食設備、休憩室、更衣室等の施設で現に

甲に雇用される労働者が通常利用しているものの派遣労働者の利用に関する便宜の供与等必

要な措置を講ずるように努める。 
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３ 甲は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、乙からの求めに応じ、派遣労働

者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施するよう配慮する。 

４ 甲は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、乙からの求めに応じ、派遣労働

者が従事する業務と同種の業務に従事する甲に雇用される労働者の賃金水準に関する情報又

は募集に関する事項を提供するよう配慮する。 

 

（派遣先責任者） 

第６条 甲は、事業所その他派遣就業の場所ごとに、専属の派遣先責任者として自己の雇用する

労働者（役員を含む）の中から選任し、派遣法の定める派遣労働者の就業に必要な措置を講じ

なければならない。 

 

（派遣元責任者） 

第７条 乙は、実施事業所ごとに法の定めに基づき専属の派遣元責任者として自己の雇用する

労働者の中から選任し、派遣法に定める派遣労働者の適正な就業確保のために必要な措置を講

じなければならない。 

 

（指揮命令者） 

第８条 甲は、就業場所ごとに、自己の雇用する労働者（役員を含む）の中から指揮命令者を

選任し、派遣労働者が安全かつ適切に業務を処理できるよう指導しなければならない。 

２ 指揮命令者は、本契約及び個別契約の定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外

の業務に従事させてはならない。 

３ 指揮命令者は、前項に定めた以外でも甲の職場規律維持のために必要な事項を派遣労働者

に指示することができる。 

 

(苦情処理) 

第９条 甲又は乙は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から

申し出を受ける苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制を定める。 

２ 派遣労働者から苦情の申し出があった場合には、甲及び乙は互いに協力して迅速な解決に

努める。 

 

（派遣労働者の交替） 

第１０条 派遣労働者が、就業にあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規則等に従わない

場合、又は、業務処理の能率が著しく低く、労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙に

その理由を示し、派遣労働者の交替を要請することができる。 

２ 前項の場合であっても、乙が派遣労働者に対し適切な措置を講じることにより、改善が見込

める場合には、乙は甲の了承を得て、当該派遣労働者に対する指導、改善を図ることができる。 
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３ 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知の上、派遣労働

者の交替をすることができる。 

 

(休暇及び代替者の確保) 

第１１条 派遣労働者が、乙の就業規則に定める休暇を申請した場合には、乙は、原則として甲

へ事前に通知する。 

２ 甲は、必要に応じ、代替者の派遣を乙に要請することができる。 

 

（業務上災害等） 

第１２条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、乙が労働基準法

に定める使用者の責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。 

２ 甲は、乙が行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければならない。 

３ 甲は、派遣法及び同法施行規則に定める労働基準法、労働安全衛生法等の適用に関する特例

の定めに基づき、派遣労働者の安全衛生の確保に努めなければならない。 

 

（派遣料金） 

第１３条 甲は乙に対し、労働者派遣の対価として別途定める派遣料金を支払うものとする。 

２ 業務内容の変更等により、派遣料金の改定の必要が生じた場合、甲乙協議の上、改定するこ

とができる。 

３ 甲の責に帰すべき事由により、所定の就業日に派遣労働者が就業することができなかった

場合には、乙は甲に派遣料金を請求することができる。 

  

（派遣料の請求及び支払い） 

第１４条 乙は、甲の認印を受けた勤務実績通知書に基づき、甲あてに請求を行う。 

２ 派遣料金の請求にあたっては、派遣料金に消費税を加えたものとする。 

３ 甲は、乙の指定する銀行口座に振込を行う。 

 

（損害賠償） 

第１５条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が故意又は重大な過失により甲に損害を与え

た場合、乙は甲に法律上の賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が指揮命令者その他

甲が使用する者（本条において以下｢指揮命令者等｣という。）の派遣労働者に対する指揮命令

により生じたと認められる場合はこの限りではない。 

２ 前項の場合において、その損害が派遣労働者の重大な過失と指揮命令者等の指揮命令との

双方に起因するときは、甲乙協議して損害の負担割合を定める。 

３ 甲は、損害賠償請求に関しては、損害発生を知った後、速やかに乙に書面で通知する。 
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（離職後１年以内の労働者派遣受入れの禁止） 

第１６条  甲は、自社（事業者単位）を離職後１年以内の派遣労働者（６０歳以上の定年退 

 職者を除く）を受け入れてはならない。また、乙の派遣労働者が当該定めに抵触すること 

 となるときは、乙に対してその旨を書面により通知しなければならない。 

２ 乙は、甲（事業者単位）を離職後１年以内の者（６０歳以上の定年退職者を除く）を甲 

 に派遣してはならない。 

 

（派遣労働者の個人情報・個人秘密の保護） 

第１７条 労働者の個人情報の保護に適正を期すため、乙が甲に提供することができる派遣労

働者の個人情報は、派遣法３５条の規定により派遣先に通知すべき事項のみとする。 

２ 甲は、乙に対し、派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定す

る個人情報の提供を要求しないものとする。 

３ 甲及び乙は、派遣契約及び派遣就業上派遣労働者に関し知り得た個人的秘密を正当な理 

 由なく他に漏らしてはならない。 

 

（雇用の禁止） 

第１８条 甲は、個別契約に定める派遣期間中は、当該派遣に従事する乙の派遣労働者を雇用し

てはならない。 

 

（紛争防止の措置） 

第１９条 甲は、労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する場合には、その雇用の意思を

事前に乙に示さなければならない。 

２ 乙が職業紹介を行うことが可能な場合は、甲は乙に対して職業紹介により紹介手数料を支

払わなければならない。 

 

（守秘義務） 

第２０条 乙は、個別契約で定める派遣業務の遂行により知り得た甲の業務に関する機密事項

を第三者に漏えいしないものとし、これを派遣労働者に遵守させる。本契約終了後においても

同様とする。 

 

（個別契約の中途解除） 

第２１条 甲は、甲の責に帰すべき事由により、契約期間が満了する前に個別派遣契約の解除を

行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、少なくとも３０日以上前に乙に解除

の申し入れを行う。 

２  甲は、甲の責に帰すべき事由により派遣契約期間が満了する前に派遣契約の解除を行おうと

する場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときは、

少なくとも乙が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償

（休業手当相当額以上の額あるいは解雇予告手当相当額）を行わなければならない。 
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３  甲は、個別契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、個別契約

の解除を行おうとする理由を乙に対し明らかにする。 

 

（契約の解除） 

第２２条 前条に定める他、甲又は乙は、相手方が正当な理由なく本契約及び個別契約の定めに

違反した場合、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、契約の全部又は一部を解

除することができる。 

２ 前項のほか、一般取引上の解除事由が生じたときは、甲又は乙は、何らかの催告を要せず、

将来に向かって本契約を解除することができる。 

 

（反社会的勢力等の排除） 

第２３条 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時か

ら５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これに準ずる

者をいう。以下同じ）に該当し、又は以下の各号の一にでも該当することが判明した時には、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 （１）反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき 

 （２）反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 

 （３）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ 

    て、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき 

 （４）反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている 

    と認められるとき 

 （５）その他役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難さ 

    れるべき関係を有しているとき 

２ 甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をし

た場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 （１）暴力的な要求行為 

 （２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

 （３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 （４）風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を 

    妨害する行為 

 （５）その他前各号に準ずる行為 

３ 本条各項の規定により本契約を解除した場合には、解除された者は、解除により生じる損害

について、その相手方に対し一切の請求を行わない。 
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 (契約の有効期間) 

第２４条 本契約の有効期間は、契約締結日から１年間とする。ただし、本契約の期間満了の１

か月前までに甲乙何れからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は更に１年間延長され、

以降も同様とする。 

２ 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合といえども、すでに契約した個別契約

については、別段の意思表示のない限り、当該個別契約期間満了まで有効とし、それに関して

は本契約の定めるところによる。 

 

(協議事項) 

第２５条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項について

は、高齢法及び派遣法を尊重し、甲乙協議のうえ、円満に解決する。 

 

本契約締結の証として本書二通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各一通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

（甲）〒  

          大阪府  市    町〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

○○○株式会社 

                代表取締役          ㊞ 

 

 

（乙）派遣元事業主 

  〒541-0056 

大阪府大阪市中央区久太郎町２丁目４番２７号 

公益社団法人 大阪府シルバー人材センター協議会 

会 長    ○○ ○○   ㊞ 

℡ 06-6265-8111  

  

                 実施事業所   

              〒 

大阪府   市    町〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

公益社団法人 大阪府シルバー人材センター協議会 

○○市事務所 

所長（派遣元責任者）○○ ○○ 

 ℡  

届出受理番号（ シ－２７－００１  ） 
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様式第６号 

 

 

派遣就業に関する同意書 

 

令和 00 年 00 月 00 日以降、労働条件通知書(兼)就業条件明示書に 

 基づき、派遣労働会員として就業することに同意します。 

 

     派遣先名: 

   

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

  公益社団法人 大阪府シルバー人材センター協議会 

会 長  〇 〇   〇 〇  殿 

 

 

(会員番号       ) 

氏名          印 
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車両使用に関する覚書  

 

○○○○（以下「甲」という）と公益社団法人大阪府シルバー人材センター協議会（以下「乙」という）

とは甲乙間で締結した労働者派遣契約に基づく業務の遂行に際し、乙の雇用する派遣労働者（以下

「丙」という）が車両を使用することについて以下のとおり定める。 

 

１． 本覚書の対象は甲の所有（甲が契約したレンタカーを含む）する自家用自動車とする。 

２． 甲が丙に車両を使用させることが出来る範囲は次のとおりとする。 

(合意範囲)  車両の利用目的、時間（頻度）、経路（地域）等を具体的に確認すること。 

３． 甲は、車両に関する責任者を選任し、適切な業務管理体制の下、丙に対して安全運転に配慮し

た指示を行う。 

４． 甲は、丙が使用する車両には、次の項目を含む任意保険を付保する。 

      対人賠償責任保険     

      対物賠償責任保険 （免責なし） 

      人身傷害保険     

      車両保険         （免責金額は甲の負担とする。）       

５． 丙が派遣業務の遂行にあたり車両を使用中、事故が発生した場合、自賠責保険および前項の任

意保険を適用する。本覚書の有効期間は、下記の締結日から当該派遣契約に定める契約終了

日までとする。 

    ただし、当該派遣契約が更新延長された場合、同期間自動更新されるものとする。 

     

 本覚書、成立の証として、本書２通を作成し、甲･乙記名捺印の上、各１通を保有する。 

 

   令和  年  月  日 

   甲 （派遣先） 〒                                        

                                        ㊞   

          ℡  

   乙 （派遣元） 〒541-0056                                      

            大阪府大阪市中央区久太郎町２－４－２７                         

            堺筋本町ＴＦビル７階                               

            公益社団法人 大阪府シルバー人材センター協議会            

            会長                          ㊞               

            ℡  06-6265-8111                                 

   (実施事務所) 〒       

                          住所    

事務所名               ℡ 
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車両使用に関する誓約書 

 

令和   年    月    日 

 

(公社)大阪府シルバー人材センター協議会 御中 

 

このたび、私は、貴センターの派遣会員としての就業に際し、貴センターと派遣先間で取り交

わした「車両使用に関する覚書」の内容を確認した上で、下記の事項を遵守することを約束い

たします。 

 

 

 

     （署 名） 

          住 所：                                              

 

          氏 名：                               ㊞        

 

          派遣先：                                           

 

 

記 

 

 

１． 車両の使用については派遣先の指示にもとづく範囲に限って行うこと。 

 

２． 車両の運行に際しては道路交通関係法令等を遵守し、安全運転を心掛けること。 

 

３． 事故発生の場合、運転者に求められる適切な初期対応をとること。また、速やかに 

   貴センター及び派遣先に事故の報告をすること。 

 

４． 原則として、警察署への届出を行い、後日、事故証明書の交付を受けること。 

 

５． 事故への対応については、貴センター及び派遣先と協議の上、誠意を持って解決に 

   努めること。 

 

６． 法令違反による罰金、科料については自ら負担すること。  

 

７． 運転免許証条件等に変更が生じたときは、速やかに報告すること。(運転停止等) 
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